
証券コード　5819

平成29年３月２日

株 主 各 位
愛 知 県 日 進 市 藤 枝 町 奥 廻 間 1 2 0 1 番 地 1 0

取締役会長 尾 羽 瀨  正 夫

第44期定時株主総会招集ご通知

拝啓　平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。
さて、当社第44期定時株主総会を下記により開催いたしますので、

ご出席くださいますようご通知申しあげます。
なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができ

ますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権
行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、平成29年３月16日（木曜日）
営業時間終了の時（午後５時30分）までに到着するようご返送くださいますよう
お願い申しあげます。

敬　具

記

１．日 時 平成29年３月17日（金曜日）午後１時（受付開始　正午）
２．場 所 愛知県名古屋市千種区覚王山通８丁目18番地

ホテル　ルブラ王山　２階「飛翔の間」

３．目 的 事 項

報 告 事 項 １．第44期（平成28年１月１日から平成28年12月31日まで）
事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の
連結計算書類監査結果報告の件

２．第44期（平成28年１月１日から平成28年12月31日まで）
計算書類報告の件

決 議 事 項

第１号議案 剰余金処分の件
第２号議案 監査役1名選任の件
第３号議案 補欠監査役１名選任の件
第４号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件
第５号議案 役員賞与支給の件
第６号議案 取締役の報酬額改定の件

以　上

当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいます
ようお願い申しあげます。

なお、株主総会参考書類並びに事業報告、計算書類及び連結計算書類に修正が生じた場合は、
インターネット上の当社ウェブサイト（アドレス　http://www.canare.co.jp/）に掲載させて
いただきます。
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（添付書類）

事　 業　 報　 告

(平成28年１月１日から
平成28年12月31日まで)

１．企業集団の現況
(1) 当連結会計年度の事業の状況

①　事業の経過及び成果

　当連結会計年度の当社グループを取り巻く経営環境は、年初からの円高

や新興国の経済減速など企業収益の下振れリスクが増大しました。こうし

たなか、当社グループの海外市場は全体的に伸び悩みましたが、国内の放

送市場・電設市場における大型物件の受注など国内販売が好調で全体の業

績を牽引しました。

　このようななか、当社グループは、前期に引き続き国内外においてアク

ティブBNC、光製品、AVコンソール製品などの販促活動を積極的に行うとと

もに、製造コストダウンや品質向上をはかるなど収益性の改善と顧客満足

度の向上に努めてまいりました。

　この結果、連結売上高10,655百万円（前連結会計年度比2.3％増）、営業

利益1,796百万円（前連結会計年度比12.4％増）、経常利益1,850百万円（前

連結会計年度比9.8％増）、親会社株主に帰属する当期純利益1,263百万円

（前連結会計年度比7.7％増）となりました。

製品別の売上状況（連結）は次のとおりであります。

区 分 前連結会計年度売上高 構成比 当連結会計年度売上高 構成比
対前連結会計年度

増減率

ケ ー ブ ル 3,657百万円 35.1％ 3,557百万円 33.4％ △2.7％

ハ ー ネ ス 2,210 21.2 2,330 21.9 5.4

コ ネ ク タ 1,606 15.4 1,518 14.3 △5.5

機器（パッシブ） 1,738 16.7 1,759 16.5 1.2

機器（電　　子） 763 7.3 882 8.3 15.5

そ の 他 442 4.3 606 5.7 36.9

合 計 10,419 100.0 10,655 100.0 2.3
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②　設備投資の状況

当連結会計年度中に実施いたしました設備投資の総額は105百万円で、そ

の主なものは当社における新基幹業務システムの導入費用及び製造設備の

取得であります。

③　資金調達の状況

当連結会計年度の設備資金及び運転資金は、自己資金によって充当いた

しました。

(2) 直前３事業年度の財産及び損益の状況

区 分

第41期 第42期 第43期 第44期

自 Ｈ25.１.１
至 Ｈ25.12.31

自 Ｈ26.１.１
至 Ｈ26.12.31

自 Ｈ27.１.１
至 Ｈ27.12.31

自 Ｈ28.１.１
至 Ｈ28.12.31

売 上 高(百万円) 9,413 10,137 10,419 10,655

経 常 利 益(百万円) 1,218 1,726 1,685 1,850

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益

(百万円) 779 1,159 1,173 1,263

１株当たり当期純利益(円) 115.42 171.77 173.80 187.19

総 資 産(百万円) 10,984 12,462 13,132 13,888

純 資 産(百万円) 9,248 10,579 11,237 11,870

自 己 資 本 比 率(％) 84.1 84.9 85.6 85.5

１ 株 当 た り 純 資 産 額(円) 1,370.12 1,567.47 1,664.98 1,758.65
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(3) 重要な親会社及び子会社の状況

①　親会社の状況

該当事項はありません。

②　重要な子会社の状況

会 社 名 資 本 金
当 社 の
出資比率

主 要 な 事 業 内 容

Canare Corporation of America 550千米ドル 100％
米国・カナダ・中南米諸
国における当社製品の販
売

Canare Corporation of Korea 1,000,000千ウォン 100％
韓国における当社製品の
販売

Canare Corporation of Taiwan 10,000千新台湾ドル 100％
台湾における当社製品の
販売

Canare Electric (Shanghai)
Co., Ltd.

5,793千人民元 100％
コネクタ及び機器（パッ
シブ）製品の製造・販売

Canare　Electric
Corporation of Tianjin

2,896千人民元 100％
中国・香港における当社
製品の販売

Canare Singapore Private Ltd. 250
千ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ
ﾄﾞﾙ

100％
韓国・台湾・中国を除く
アジア地域における当社
製品の販売

Ca n a r e  E l e c t r i c  I n d i a  
Private Ltd.

28,000千ｲﾝﾄﾞﾙﾋﾟｰ 100％
インドにおける当社製品
の販売

カ ナ レ ハ ー ネ ス ㈱ 40百万円 100％
ハーネス及び機器（パッ
シブ・電子）製品の製造・
販売

㈱ カ ナ レ テ ッ ク 70百万円 100％
機器（電子）製品の開発、
設計、製造及び販売

カナレシステムワークス㈱ 20百万円 100％
ＡＶ機器収納用卓及びワ
ゴンの設計、製造及び販
売
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(4) 対処すべき課題

①　新興市場開拓

　先進国の成長率が低下するなかで、新興国は今後も高い成長率を維持す

ることが見込まれます。当社グループの成長にとって、新興国の成長を取

り込むことは不可欠です。

②　電子機器のビジネス拡大

　当社グループは、ケーブル、ハーネス、コネクタがビジネスの３本柱と

なっておりますが、これに加えて、電子機器を柱の一つに育てることによ

り経営の安定をはかると同時に成長のエンジンとしてまいります。

③　価格競争力強化

　国内外において価格競争は年々厳しくなっております。これに対応する

ため製造子会社の稼働率、生産効率を高め、コストダウンをはかり価格競

争力を強化してまいります。

④　顧客のニーズにあった製品開発

　テレビ放送の4K、8K化などにより、顧客ニーズは変化しておりますので、

これに迅速に対応してまいります。

⑤　次世代を担う新規事業領域の開拓

　現行の当社グループ事業における業績は安定しておりますが、将来に向

けて新規事業領域を開拓すべく研究開発活動に注力してまいります。

株主の皆様におかれましては、今後ともいっそうのご支援とご鞭撻を賜

りますようお願い申しあげます。
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(5) 主要な事業内容（平成28年12月31日現在）

当社グループは放送・通信用ケーブル、ハーネス、コネクタ及び機器（パ

ッシブ・電子）の製造を行っており、放送局、通信会社、設備工事会社、放

送通信機器メーカ等へ販売しております。

当社グループの主要製品は次のとおりであります。

区 分 主 要 製 品 用 途

ケ ー ブ ル
光カメラケーブル、マイクケーブル、

スピーカケーブル、同軸ケーブル

放送局、スポーツ競技場、教育施設

等のオーディオ・ビデオ設備向け

ハ ー ネ ス
光カメラケーブル、ＡＶ接続ケーブ

ル

コ ネ ク タ
光カメラコネクタ、ＢＮＣコネク

タ、Ｆ型コネクタ、接続用工具

機 器
（パッシブ）

オーディオ・ビデオパッチ盤、ビデ

オジャック、コネクタ盤、ＡＶコン

ソール

機 器
（電　　子）

光コンバータ、光トランシーバ、ア

クティブＢＮＣコネクタ

そ の 他 他社製品
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(6) 主要な営業所及び工場（平成28年12月31日現在）

名 称 所 在 地

（当社）

名 古 屋 本 社 愛 知 県 日 進 市

新 横 浜 本 社 横 浜 市 港 北 区

大 阪 営 業 所 大 阪 市 北 区

福 岡 営 業 所 福 岡 市 中 央 区

光 デ バ イ ス 開 発 部 愛 知 県 長 久 手 市

（国内子会社）

カ ナ レ ハ ー ネ ス ㈱ 愛 知 県 日 進 市

㈱ カ ナ レ テ ッ ク 横 浜 市 港 北 区

カナレシステムワークス㈱ 東 京 都 荒 川 区

（海外子会社）

Canare Corporation of
America

米 国 ニ ュ ー ジ ャ ー ジ ー 州

Canare Corporation of
Korea

韓 国 ソ ウ ル 市

Canare Corporation of
Taiwan

台 湾 新 北 市

Canare Electric (Shanghai)
Co., Ltd.

中 国 上 海 市

Canare　Electric
Corporation of Tianjin

中 国 天 津 市

Canare Singapore Private Ltd. シ ン ガ ポ ー ル

Canare　Electric　India
Private Ltd.

イ ン ド ニ ュ ー デ リ ー

Canare　Europe　GmbH ド イ ツ デ ュ ッ セ ル ド ル フ 市
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(7) 従業員の状況（平成28年12月31日現在）

①　企業集団の従業員の状況

従 業 員 数 前連結会計年度末比増減

251 (61)名 10名増

（注）　従業員数は就業人員であり、パート及び人材会社からの派遣社員は（　）内に年間の平

均人員を外数で記載しております。

②　当社の従業員の状況

従 業 員 数 前事業年度末比増減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

 97 (34)名 3名増 45.4歳 17.3年

（注）　従業員数は就業人員であり、パート及び人材会社からの派遣社員は（　）内に年間の平

均人員を外数で記載しております。

(8) その他企業集団の現況に関する重要な事項

該当事項はありません。
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２．会社の現況

(1) 株式の状況（平成28年12月31日現在）

①　発行可能株式総数 23,092,200株

②　発行済株式の総数 7,028,060株（自己株式278,514株を含む）

③　株主数 8,900名

④　大株主（上位10名）

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

有限会社香流 800千株 11.8％

株式会社新高輪 800 11.8

株式会社センリキ 350 5.1

川本公夫 300 4.4

日本トラスティ･サービス信託銀行株式会社 229 3.4

川本重喜 200 2.9

加藤宣司 200 2.9

株式会社ノダノ 200 2.9

合同会社カワシマ 200 2.9

株式会社センユキ 150 2.2

（注）１．持株比率は自己株式（278千株）を控除して計算しております。

２．当社は自己株式を所有しており、大株主に該当しますが上記の大株主から除いており

ます。

所有株式数　　　　　　　　　　　　　　　　278千株

発行済株式の総数に対する所有株式数の割合　3.9％

(2) 新株予約権等の状況

該当事項はありません。
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(3) 会社役員の状況

①　取締役及び監査役に関する事項（平成28年12月31日現在）

地 位 氏 名 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況

代表取締役会長 尾羽瀨　正　夫 －

代表取締役社長 大　野　淳一郎

Canare Corporation of America 取締役会長
C a n a r e  C o r p o r a t i o n  o f  K o r e a代表理事
C a n a r e  C o r p o r a t i o n  o f  T a i w a n董事長
Canare Electric (Shanghai) Co.,Ltd.董事長
Canare Electric Corporation of Tianjin董事長
Canare Singapore Private Ltd.代表取締役社長
カ ナ レ ハ ー ネ ス ㈱ 取 締 役
カ ナ レ シ ス テ ム ワ ー ク ス ㈱ 取 締 役
㈱ カ ナ レ テ ッ ク 取 締 役
Canare Electric India Private Ltd.代表取締役社長
C a n a r e  E u r o p e  G m b H  代 表 取 締 役 社 長

※
※
※
※
※
※

※
※

取 締 役 後 藤 晃 男

生 産 管 理 部 長
情 報 シ ス テ ム 部 長
C a n a r e  C o r p o r a t i o n  o f  K o r e a 理 事
Canare Electric (Shanghai) Co.,Ltd.董事
カ ナ レ ハ ー ネ ス ㈱ 取 締 役

※

取 締 役 吉 森 直 樹

技 術 部 門 長
Canare Electric (Shanghai) Co.,Ltd.董事
カ ナ レ ハ ー ネ ス ㈱ 取 締 役
カ ナ レ シ ス テ ム ワ ー ク ス ㈱ 取 締 役
㈱ カ ナ レ テ ッ ク 取 締 役

取 締 役 中 島 正 敬
国 内 営 業 部 門 長
カ ナ レ シ ス テ ム ワ ー ク ス ㈱ 取 締 役
㈱ カ ナ レ テ ッ ク 取 締 役

取 締 役 小 渕 　 敦

管 理 部 長
コ ン テ ン ツ 制 作 部 長
C a n a r e  C o r p o r a t i o n  o f  A m e r i c a  取締役
C a n a r e  C o r p o r a t i o n  o f  K o r e a 理 事
C a n a r e  C o r p o r a t i o n  o f  T a i w a n 董 事
Canare Electric (Shanghai) Co.,Ltd.董事
Canare Electric Corporation of Tianjin董事
C a n a r e  S i n g a p o r e  P r i v a t e  L t d .取締役
カ ナ レ ハ ー ネ ス ㈱ 取 締 役
カ ナ レ シ ス テ ム ワ ー ク ス ㈱ 取 締 役
㈱ カ ナ レ テ ッ ク 取 締 役
Canare Electric India Private Ltd.取締役
C a n a r e  E u r o p e  G m b H  取 締 役

※
※
※

※
※

※
※

取 締 役 祖父江　秀　行

経 理 部 長
C a n a r e  C o r p o r a t i o n  o f  K o r e a 監 査 役
C a n a r e  C o r p o r a t i o n  o f  T a i w a n監査役
カ ナ レ ハ ー ネ ス ㈱ 監 査 役
カ ナ レ シ ス テ ム ワ ー ク ス ㈱ 監 査 役
㈱ カ ナ レ テ ッ ク 監 査 役

※
※

取 締 役 野 田 　 爾
電 子 機 器 担 当
㈱ カ ナ レ テ ッ ク 代 表 取 締 役 社 長
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地 位 氏 名 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況

取 締 役 豊 中 俊 榮 ㈱ 東 京 放 送 ホ ー ル デ ィ ン グ ス 社 長 室 顧 問

取 締 役 戸 田 裕 三 旭 合 同 法 律 事 務 所 所 属

常 勤 監 査 役 財 田 洋 一 －

監 査 役 高　橋　久志美 －

監 査 役 田　中　耕一郎 －

※当該子会社は、当社の営業の一部と同一の部類に属する営業を行っております。

（注）１．取締役豊中俊榮氏及び戸田裕三氏は社外取締役であります。

２．監査役財田洋一氏、高橋久志美氏及び田中耕一郎氏は社外監査役であります。

３．取締役豊中俊榮氏及び戸田裕三氏、監査役財田洋一氏、高橋久志美氏及び田中耕一郎

氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。

４．取締役豊中俊榮氏は当社の重要市場である放送局の技術部門管掌取締役を歴任され経

営者の立場としての豊富な経験を有しております。また、戸田裕三氏は弁護士として

の豊富な経験と専門知識を有しており、会社経営に関するコンプライアンス面で有用

な意見・助言が期待できます。

５．監査役財田洋一氏及び高橋久志美氏は大手電器メーカの経理部門において、各々40年

間勤務した経験を持ち、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。ま

た、田中耕一郎氏はこれまで会社を管理する立場で豊富な経験を積まれており、企業

統治等に関する牽制指導が期待できる十分な見識を有しております。

６．平成28年３月17日開催の第43期定時株主総会終結の時をもって取締役相談役加藤宣司

氏は任期満了により退任いたしました。

②　取締役及び監査役に支払った報酬等の総額

区 分 支 給 人 員 支 給 額

取 締 役
（ う ち 、 社  外  取  締  役 ）

11名
(2)

145,478千円
(4,082)

監 査 役
（ う ち 、 社  外  監  査  役 ）

3
(3)

16,088
(16,088)

合 計 14 161,567

 (注) １．当社は､ 使用人兼務取締役の使用人分給与は支給しておりません。

２．取締役報酬額は、平成20年６月10日開催の第35期定時株主総会の決議により年額

150,000千円以内となっております。

３．監査役報酬額は、平成３年６月27日開催の第18期定時株主総会の決議により年額

20,000千円以内となっております。

４．上記取締役の支給額には、当事業年度における役員賞与引当金の繰入額37,394千円、

役員退職慰労引当金の繰入額6,575千円及び当事業年度において退任した取締役１名

に対する報酬額1,500千円が含まれております。

５．上記社外監査役の支給額には、当事業年度における役員退職慰労引当金の繰入額2,508

千円が含まれております。
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③　社外役員等に関する事項

イ．他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係

取締役豊中俊榮氏は、（株）東京放送ホールディングスにおいて社長

室顧問をされており、当社は兼職先のグループ会社である（株）TBSテ

レビへ当社製品を販売しております。

取締役戸田裕三氏は弁護士として旭合同法律事務所に所属しておりま

す。当社と兼職先とは特別の利害関係はありません。

ロ．当事業年度における主な活動状況

（ア）取締役豊中俊榮氏は取締役就任以降の当事業年度開催の取締役会

（全13回）の全てに出席しております。また、取締役戸田裕三氏

は同じく取締役会（全13回）のうち12回に出席しております。

（イ）監査役財田洋一氏及び高橋久志美氏は当事業年度開催の取締役会

（全17回）及び監査役会（全13回）の全てに出席しております。

また、監査役田中耕一郎氏は取締役会（全17回）のうち16回、監

査役会（全13回）のうち12回に出席しております。

（ウ）取締役、監査役ともに出席した取締役会においては、報告事項や

決議事項について毎回適宜質問するとともに、必要に応じて社外

の立場から意見を述べております。

（エ）監査役が出席した監査役会においては、各監査役の監査実施状況

の報告及び重要会議等の情報報告と質疑を行い、社外の立場から

意見を述べております。

ハ．責任限定契約の内容の概要

当社と取締役（業務執行取締役等を除く。）及び監査役とは、会社法

第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を

法令の限度額において免除する契約を締結しております。
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(4) 会計監査人の状況

①　名称　　　　　　有限責任監査法人トーマツ

②　報酬等の額

支 払 額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 27,500千円

当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の
財産上の利益の合計額

27,500

（注）１．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法

に基づく監査に対する報酬等の額を区分しておらず、実質的にも区分できないため、

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額は合計額で記載しております。

２．当社監査役会は、取締役会、社内関係部署及び会計監査人からの必要な資料の入手や

報告の聴取を通じて、会計監査人の監査計画の内容、従前の事業年度における職務執

行状況や報酬見積りの算出根拠等を検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社

法第399条第１項の同意を行っております。

③　責任限定契約の内容の概要

当社と会計監査人有限責任監査法人トーマツは、会社法第427条第１項の

規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を法令の限度額において

免除する契約を締結しております。

④　会計監査人の解任または不再任の決定の方針

当社は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める解任事由に該当

すると判断した場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任い

たします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集さ

れる株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告

いたします。

また、監査役会は上記の場合のほか、会計監査人の監査品質、監査実施

の有効性及び効率性、継続監査年数などを勘案し、会計監査人として適当

でないと判断した場合は、会計監査人の解任または不再任に関する議案の

内容を決定いたします。

(5) 会社の体制及び方針

内部統制システムの基本方針について

当社は、平成18年５月30日に開催の取締役会において、内部統制システム

の基本方針に関し、以下のとおり決議し、推進しております。
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当社は経営基本理念「いつの時代でも存在価値ある企業づくり」を掲げ、

時代とともに変化する価値観に対応して、顧客から善い会社として支持され、

信頼される会社を目標としております。これを実践するためのパートナーで

ある従業員、仕入先、当社の保有者としての株主の皆様及びこれらの基盤と

なる社会からも、信頼されて期待に応えられるような会社の実現をめざす、

という企業のあるべき姿を明確にしています。また、当社のような製造業に

おいて品質管理は、経営の根幹であります。有名企業であっても製品の欠陥

発生又は不適切な対処によって、顧客から信頼をなくし、その結果、業績悪

化を招き株主をはじめ関係者に多大な迷惑をかける事例をみます。当社は、

ISO9000認証企業として、品質基本方針「顧客ニーズにそった製品、サービス

を機敏に効率よく提供するとともに、継続的改善を行って社会的責任を果た

す。」を掲げ、これを定着推進してまいります。

一方、内外で企業の不祥事が多発している現状をとらえ、会社法及び会社

法施行規則に基づき、当社の内部統制システムの構築において必要な体制を

次の８項目について整備いたします。なお、各項目について説明をしており

ますが、当社の内部統制システムの基本方針の全文については、当社公式ホ

ームページ（http://www.canare.co.jp/）をご参照ください。

①　取締役及び従業員の職務の執行が法令・定款に適合することを確保する

ための体制

イ．当社グループの取締役及び従業員が、顧客貢献、法令順守などの社会

的使命を果たすことに適合した諸規定の最新版を社内イントラネット

に掲載して周知徹底をはかっております。

ロ．定期的に業務監査チームによる内部統制のチェック、品質管理業務執

行のチェックを行っております。

②　取締役の職務執行に係る経営情報の保存管理に関する管理体制

取締役会が企業統治を遂行するために必要なすべての社内規程、取締役

会議事録、決算報告などの情報を過去のものから最新のものまで記録保管

し、これを取締役、監査役に開示する社内イントラネットを構築し、維持

管理しております。

③　損失の危険の管理に関する規程その他の体制

危機管理規程を制定し、適切に危機へ対応いたします。危機発生に際し

ては、社長へ通報され必要な指示、命令が発せられます。
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④　取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

経営基本理念を実現するために、中期経営計画、年度経営計画を策定し、

これに沿って各部門が展開した計画に対して、取締役は取締役会や子会社

会議に出席し重要事項の審議や決定を行います。また、取締役は、当社グ

ループ各社の月次決算報告、稟議書、又は当社の品質管理や営業レポート

などの最新経営情報を、社内イントラネットを通して閲覧し、チェックし

ております。

⑤　当社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための

体制

当社グループ各社の月次決算報告書などの経営情報は取締役、監査役、

会社が指定する社員等へ社内イントラネットを通じて開示しております。

また、当社の重要事項は、取締役会規程、稟議規程に基づき決定されます。

一方子会社は、当社取締役が出席するテレビ会議形式の取締役会や関係会

社管理規程、関係会社稟議運用ルールに基づいて管理されております。

⑥　監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における

当該使用人に関する体制並びにその使用人の取締役からの独立性に関す

る事項

監査役からの要請に応じ、必要な専門性を有する社員を監査役スタッフ

として任命します。当該スタッフの独立性を確保するため、指揮命令権は

監査役へ委譲されます。

⑦　取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報

告に関する体制

監査役は必要に応じて取締役、使用人に対して報告や関係資料の提示を

求めることができるとともに、監査役の判断で重要な会議に出席しており

ます。また、当社グループの月次決算報告書などの重要資料をいつでも社

内イントラネットを通じて閲覧できる状態にあります。

⑧　その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

当社の監査役は、全員が社外監査役で独立性を確保しており、原則とし

て月１回監査役会を開催しております。また、監査役への賞与支給制度は

なく、業績とは無関係でなおかつ利害関係のない立場で、監査役監査基準

に基づいて監査を行っております。
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業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

当社では、上記の内部統制システムを整備しておりますが、その基本方針

に基づき以下の取組みを行っております。

①　当社グループの取締役及び従業員から、法令順守、公正な取引の順守、

違法又は反倫理的な行為の報告を義務づけた「カナレグループ行動規

範」の誓約書を提出させております。

②　当社グループ会社の月次決算報告書などの経営情報を取締役、監査役、

会社が指定する社員等へ社内イントラネットなどを通じて開示しており

ます。また四半期ごとに当社グループ会社の経営会議を開催し、業務報

告並びに目標の進捗状況の確認を行うとともに経営方針の徹底及び重要

な情報の伝達を行っております。

③　監査役は原則取締役会に出席し、また、常勤監査役はその他重要会議に

出席しており、業務の意思決定並びに業務の執行状況について、法令・

定款に違反していないかなどのチェックを行うとともに、監査役監査を

定期的に実施し、代表取締役への報告を行っております。その内容は対

象部門にフィードバックされ、問題点の改善状況についても再度報告を

求めております。

④　監査役、会計監査人及び内部監査部門は定期的な会合を持ち、情報の交

換を行っております。

⑤　財務報告が適正に行われるよう、当基本方針に基づく経理業務に関する

規程を定め、財務報告に係る内部統制の体制整備と有効性向上をはかっ

ております。

本事業報告中の記載金額及び株式数は、表示単位未満の端数を切り捨てて表示

しております。
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（連結）

連 結 貸 借 対 照 表
（平成28年12月31日現在）

（単位：千円）

科 目 金 額 科 目 金 額

（資　産　の　部）

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

受取手形及び売掛金

有 価 証 券

商 品 及 び 製 品

仕 掛 品

原 材 料 及 び 貯 蔵 品

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物 及 び 構 築 物

機械装置及び運搬具

工具、器具及び備品

土 地

建 設 仮 勘 定

無 形 固 定 資 産

電 話 加 入 権

そ の 他

投 資 そ の 他 の 資 産

投 資 有 価 証 券

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

11,459,762

7,428,742

1,536,938

16,738

1,502,441

133,658

292,189

206,198

348,700

△5,844

2,428,263

1,217,640

222,811

130,485

81,009

770,573

12,761

120,685

1,519

119,166

1,089,936

928,992

16,690

144,253

（負　債　の　部）

流 動 負 債 1,683,729

買 掛 金 586,565

未 払 金 174,769

未 払 法 人 税 等 376,341

賞 与 引 当 金 60,245

役 員 賞 与 引 当 金 41,352

そ の 他 444,454

固 定 負 債 334,180

繰 延 税 金 負 債 214,723

製 品 保 証 引 当 金 29,384

役員退職慰労引当金 63,643

退職給付に係る負債 10,240

そ の 他 16,189

負 債 合 計 2,017,909

（純 資 産 の 部）

株 主 資 本 11,744,592

資 本 金 1,047,542

資 本 剰 余 金 1,175,210

利 益 剰 余 金 9,857,439

自 己 株 式 △335,601

その他の包括利益累計額 125,523

そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 148,120

繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 △3,164

土 地 再 評 価 差 額 金 △371,051

為 替 換 算 調 整 勘 定 351,619

純 資 産 合 計 11,870,115

資 産 合 計 13,888,025 負 債 ・ 純 資 産 合 計 13,888,025
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（連結）

連 結 損 益 計 算 書

(平成28年１月１日から
平成28年12月31日まで)

（単位：千円）

科 目 金 額

売 上 高 10,655,679

売 上 原 価 6,063,810

売 上 総 利 益 4,591,869

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 2,795,528

営 業 利 益 1,796,340

営 業 外 収 益

受 取 利 息 30,072

受 取 配 当 金 11,314

不 動 産 賃 貸 料 8,122

投 資 事 業 組 合 運 用 益 4,735

固 定 資 産 売 却 益 39

そ の 他 9,886 64,170

営 業 外 費 用

不 動 産 賃 貸 原 価 4,752

為 替 差 損 1,344

固 定 資 産 売 却 損 1

固 定 資 産 除 却 損 336

そ の 他 3,590 10,025

経 常 利 益 1,850,485

特 別 利 益

投 資 有 価 証 券 売 却 益 30,221 30,221

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 1,880,706

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 684,998

法 人 税 等 調 整 額 △67,753 617,244

当 期 純 利 益 1,263,461

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 1,263,461
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（連結）

連結株主資本等変動計算書

(平成28年１月１日から
平成28年12月31日まで)

（単位：千円）

株 主 資 本

資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株主資本合計

平成28年１月１日残高 1,047,542 1,175,210 8,913,275 △335,514 10,800,514

連結会計年度中の変動額

剰 余 金 の 配 当 △296,981 △296,981

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益

1,263,461 1,263,461

自 己 株 式 の 取 得 △86 △86

連 結 範 囲 の 変 動 △22,315 △22,315

株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額(純額)

連結会計年度中の変動額合計 － － 944,164 △86 944,077

平成28年12月31日残高 1,047,542 1,175,210 9,857,439 △335,601 11,744,592

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額

純資産合計その他有価証
券評価差額金

繰延ヘッジ
損益

土地再評価
差額金

為替換算
調整勘定

その他の包括利益
累計額合計

平成28年１月１日残高 187,055 － △371,051 621,426 437,431 11,237,945

連結会計年度中の変動額

剰 余 金 の 配 当 △296,981

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益

1,263,461

自 己 株 式 の 取 得 △86

連 結 範 囲 の 変 動 △22,315

株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額(純額)

△38,934 △3,164 △269,807 △311,907 △311,907

連結会計年度中の変動額合計 △38,934 △3,164 － △269,807 △311,907 632,170

平成28年12月31日残高 148,120 △3,164 △371,051 351,619 125,523 11,870,115
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（連結）

１．連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記等

(1) 連結の範囲に関する事項

①　連結子会社の数及び連結子会社の名称

連結子会社の数　　　　　　　　　　　10社

連結子会社の名称　　　　　　　　　　カナレハーネス株式会社

株式会社カナレテック

カナレシステムワークス株式会社

Canare Corporation of America

Canare Corporation of Korea

Canare Corporation of Taiwan

Canare Electric (Shanghai）Co.,Ltd.

Canare Electric Corporation of Tianjin

Canare Singapore Private Ltd.

Canare Electric India Private Ltd.

　前連結会計年度において非連結子会社であったCanare Electric India Private Ltd.

は、重要性が増したため、連結の範囲に含めております。

　また、前連結会計年度において連結子会社であったCanare France S.A.S.は、清算し

たため、連結の範囲から除いております。

②　非連結子会社の名称等

非連結子会社の名称

　Canare Europe GmbH

（連結の範囲から除いた理由）

　非連結子会社は、小規模であり、合計の総資産、売上高、当期純損益（持分に見合う

額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等は、いずれも連結計算書類に重要な影響を及

ぼしていないためであります。

(2) 持分法の適用に関する事項

非連結子会社は、その当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）

等が連結計算書類に重要な影響を及ぼしていないため持分法を適用しておりません。

なお、関連会社はありません。

(3) 連結子会社の事業年度等に関する事項

すべての連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しております。
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(4) 会計方針に関する事項

①　重要な資産の評価基準及び評価方法

イ．有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券

・時価のあるもの　　　　　　　　　　決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額

は全部純資産直入法により処理し、売却原価は

移動平均法により算定）

・時価のないもの　　　　　　　　　　移動平均法による原価法

ロ．デリバティブの評価基準及び評価方法 時価法

ハ．たな卸資産の評価基準及び評価方法

・商品､ 製品､ 原材料､ 仕掛品　　　　主として、総平均法による原価法（貸借対照表

価額については収益性の低下に基づく簿価切下

げの方法）

・貯蔵品　　　　　　　　　　　　　　最終仕入原価法による原価法（貸借対照表価額

については収益性の低下に基づく簿価切下げの

方法）

②　重要な減価償却資産の減価償却の方法

イ．有形固定資産（リース資産を除く）　主として定率法

　なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物及び構築物　　　　24～31年

ロ．無形固定資産（リース資産を除く）　定額法

③　重要な引当金の計上基準

イ．貸倒引当金　　　　　　　　　　　　　債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般

債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債

権等特定の債権については、個別に回収可能性

を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

ロ．賞与引当金　　　　　　　　　　　　　従業員に対して支給する賞与の支出に充てる

ため、期末在籍従業員に対して、支給対象期間

に基づく賞与支給見込額を計上しております。

ハ．役員賞与引当金　　　　　　　　　　　役員賞与の支出に備えて、支給見込額に基づ

き当連結会計年度の負担額を計上しております。

ニ．製品保証引当金　　　　　　　　　　　顧客に納品した一部製品に対して、将来の製

品交換及び補修費用に備えるため、今後必要と

見込まれる金額を計上しております。

ホ．役員退職慰労引当金　　　　　　　　　役員の退職慰労金の支出に備えて、役員退職

金規程に基づく期末要支給額を計上しておりま

す。
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④　退職給付に係る会計処理の方法

　退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給

額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。

⑤　重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準

　外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は

損益として処理しております。なお、在外子会社の資産及び負債は、連結決算日の直物

為替相場により円貨に換算し、収益及び費用は期中平均相場により円貨に換算し、換算

差額は純資産の部における為替換算調整勘定に含めて計上しております。

⑥　重要なヘッジ会計の方法

イ．ヘッジ会計の方法　　　　　　　　　　繰延ヘッジ処理を採用しております。

　また、為替変動リスクのヘッジについて振当

処理の要件を充たしている場合には振当処理を

採用しております。

ロ．ヘッジ手段とヘッジ対象　　　　　　ヘッジ手段…為替予約

ヘッジ対象…外貨建債権債務及び外貨建予定取引

ハ．ヘッジ方針　　　　　　　　　　　　　外貨建取引の必要の範囲内で将来の為替変動

によるリスク回避を目的として為替予約取引を

行っております。

ニ．ヘッジの有効性評価の方法　　　　　　ヘッジ対象の相場変動とヘッジ手段の相場変

動を比較し、その変動額の比率によって有効性

を評価しております。

⑦　その他連結計算書類作成のための重要な事項

消費税等の会計処理　　　　　　　　　　税抜方式によっております。
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２．会計方針の変更に関する注記

（平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱いの適用）

法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務

上の取扱い」（実務対応報告第32号　平成28年６月17日）を当連結会計年度に適用し、平

成28年４月１日以後に取得した建物附属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から

定額法に変更しております。

　これによる損益への影響は軽微であります。

（企業結合に関する会計基準等の適用）

「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号　平成25年９月13日）、「連結財

務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号　平成25年９月13日）及び「事業分離等

に関する会計基準」（企業会計基準第７号　平成25年９月13日）等を当連結会計年度から

適用し、当期純利益等の表示の変更及び少数株主持分から非支配株主持分への表示の変更

を行っております。

３．連結貸借対照表に関する注記

(1) 担保に供している資産

建物 78,866千円

土地 385,742千円

合計 464,609千円

上記に対応する債務 －

(2) 有形固定資産の減価償却累計額 1,992,476千円

(3) 土地の再評価

土地の再評価に関する法律（平成10年３月31日公布法律第34号）に基づき、事業用の土地

の再評価を行い、当該評価差額を「土地再評価差額金」として、純資産の部に計上しており

ます。なお、当該評価差額に係る繰延税金資産相当額112,428千円は、将来の税金負担額を軽

減するスケジューリングが困難なため、繰延税金資産として計上しておりません。

同法律第３条第３項に定める再評価の方法

土地の再評価に関する法律施行令（平成10年３月31日公布政令第119号）第２条第４号に定

める地価税法（平成３年法律第69号）第16条に規定する地価税の課税価格の計算の基礎とな

る土地の価額を算出するために国税庁長官が定めて公表した方法により算出した価額に基づ

いて、奥行価格補正等合理的な調整を行って算出しております。

再評価を行った年月日 平成14年３月31日

再評価を行った土地の期末における

時価と再評価後の帳簿価額との差額 △242,274千円
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４．連結株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 発行済株式の総数に関する事項

株 式 の 種 類 当連結会計年度期首の株式数 当連結会計年度増加株式数 当連結会計年度減少株式数 当連結会計年度末の株式数

普 通 株 式 7,028,060株 － － 7,028,060株

(2) 自己株式の数に関する事項

株 式 の 種 類 当連結会計年度期首の株式数 当連結会計年度増加株式数 当連結会計年度減少株式数 当連結会計年度末の株式数

普 通 株 式 278,470株 44株 － 278,514株

　（注） 自己株式の増加は、単元未満株式の買取りによるものであります。

(3) 剰余金の配当に関する事項

①　配当金支払額

イ．平成28年３月17日開催の第43期定時株主総会決議による配当に関する事項

・配当金の総額 148,490千円

・１株当たり配当金額 22円00銭

・基準日 平成27年12月31日

・効力発生日 平成28年３月18日

ロ．平成28年７月27日開催の取締役会決議による配当に関する事項

・配当金の総額 148,490千円

・１株当たり配当金額 22円00銭

・基準日 平成28年６月30日

・効力発生日 平成28年９月９日

②　基準日が当連結会計年度に属する配当のうち配当の効力発生日が翌連結会計年度になるもの

平成29年３月17日開催の第44期定時株主総会において次のとおり付議いたします。

・配当原資 利益剰余金

・配当金の総額 168,738千円

・１株当たり配当金額 25円00銭

・基準日 平成28年12月31日

・効力発生日 平成29年３月21日
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５．金融商品に関する注記

(1)　金融商品の状況に関する事項

①　金融商品に対する取組方針

　当社グループは銀行等金融機関からの借入による資金調達は行っておりません。

　資産運用については預金及び上場株式等で運用を行っております。また、デリバティブは

後述するリスクを回避するために利用しており、投機的な取引は行わない方針であります。

②　金融商品の内容及びそのリスク

　営業債権である受取手形及び売掛金は顧客の信用リスクに晒されております。また、外貨

建の営業債権は為替の変動リスクにも晒されております。投資有価証券は純投資目的の上場

株式の保有が主であり、市場価格の変動リスクに晒されております。営業債務である買掛金

はそのほとんどが１ヵ月以内の支払期日であります。

③　金融商品に係るリスク管理体制

　受取手形及び売掛金に係る顧客の信用リスクは与信管理規程に沿ってリスク低減をはかっ

ております。また、投資有価証券は主として株式であり、定期的に時価や発行体（取引先企

業）の財務状況等を把握し、保有状況を見直しております。

　その他に外貨建営業債権の回収時の為替変動リスクを軽減するために為替予約取引を実施

しております。なお、デリバティブは運用方針に基づき実需の範囲で行うこととしておりま

す。

　(2)　金融商品の時価等に関する事項

　平成28年12月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次

のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれて

おりません。

（単位：千円）

連結貸借対照表
計上額

時価 差額

① 現金及び預金 7,428,742 7,428,742 －

② 受取手形及び売掛金 1,536,938 1,536,938 －

③ 有価証券及び投資有価証券 777,127 777,127 －

資産計 9,742,808 9,742,808 －

① 買掛金 586,565 586,565 －

② 未払金 174,769 174,769 －

③ 未払法人税等 376,341 376,341 －

負債計 1,137,677 1,137,677 －

デリバティブ取引(*) (4,434) (4,434) －

 (*)　デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正

味の債務となる項目については（　）で示しております。
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（注１）金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

資　産

①現金及び預金、②受取手形及び売掛金

　これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似しているこ

とから、当該帳簿価額によっております。

③有価証券及び投資有価証券

　この時価について、株式等は取引所の価格等によっております。

負　債

①買掛金、②未払金、③未払法人税等

　これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似しているこ

とから、当該帳簿価額によっております。

デリバティブ取引

　取引先金融機関から提示された価格に基づき算定しております。なお、為替予約

の振当処理によるものは、ヘッジ対象としている売掛金と一体として処理されてい

るため、その時価は②受取手形及び売掛金の時価に含めて記載しております。

（注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

（単位：千円）

区　　分 連結貸借対照表計上額

非上場株式等（※） 168,603

（※）非上場株式等については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認め

られていることから、「③有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。

６．１株当たり情報に関する注記

(1) １株当たり純資産額 1,758円65銭

(2) １株当たり当期純利益 187円19銭

（金額単位の記載方法）

表示単位未満の端数を切り捨てて表示しております。
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（個別）

貸　借　対　照　表

（平成28年12月31日現在）
（単位：千円）

科 目 金 額 科 目 金 額

（資　産　の　部）

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

受 取 手 形

売 掛 金

有 価 証 券

商 品 及 び 製 品

仕 掛 品

貯 蔵 品

前 払 費 用

繰 延 税 金 資 産

未 収 入 金

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物

構 築 物

機 械 及 び 装 置

車 両 運 搬 具

工具、器具及び備品

土 地

建 設 仮 勘 定

無 形 固 定 資 産

電 話 加 入 権

そ の 他

投 資 そ の 他 の 資 産

投 資 有 価 証 券

関 係 会 社 株 式

関 係 会 社 出 資 金

長 期 前 払 費 用

繰 延 税 金 資 産

差 入 保 証 金

保 険 積 立 金

そ の 他

8,179,234

4,930,818

288,501

1,270,095

16,738

1,201,702

1,727

16,935

12,303

82,077

266,692

92,369

△729

2,720,636

916,355

156,277

7,605

4,461

3,978

50,810

680,461

12,761

119,852

1,000

118,852

1,684,428

926,122

498,096

122,034

3,382

6,847

22,195

101,650

4,100

（負　債　の　部）

流 動 負 債 1,530,032

買 掛 金 832,775

未 払 金 141,139

未 払 費 用 69,106

未 払 法 人 税 等 348,096

前 受 金 2,887

預 り 金 43,890

賞 与 引 当 金 50,306

役 員 賞 与 引 当 金 37,394

そ の 他 4,434

固 定 負 債 94,078

製 品 保 証 引 当 金 29,384

役員退職慰労引当金 62,162

そ の 他 2,531

負 債 合 計 1,624,111

（純 資 産 の 部）

株 主 資 本 9,501,854

資 本 金 1,047,542

資 本 剰 余 金 1,175,210

資 本 準 備 金 262,000

そ の 他 資 本 剰 余 金 913,210

利 益 剰 余 金 7,614,702

そ の 他 利 益 剰 余 金 7,614,702

別 途 積 立 金 600,000

繰 越 利 益 剰 余 金 7,014,702

自 己 株 式 △335,601

評価・換算差額等 △226,095

その他有価証券評価差額金 148,120

繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 △3,164

土地再評価差額金 △371,051

純 資 産 合 計 9,275,759

資 産 合 計 10,899,870 負 債 ・ 純 資 産 合 計 10,899,870
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（個別）

損　益　計　算　書

(平成28年１月１日から
平成28年12月31日まで)

（単位：千円）

科 目 金 額

売 上 高 9,206,349

売 上 原 価 6,235,697

売 上 総 利 益 2,970,651

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 1,823,280

営 業 利 益 1,147,371

営 業 外 収 益

受 取 利 息 1,713

有 価 証 券 利 息 2,694

受 取 配 当 金 824,273

不 動 産 賃 貸 料 8,280

為 替 差 益 17,369

投 資 事 業 組 合 運 用 益 4,735

固 定 資 産 売 却 益 39

そ の 他 14,664 873,770

営 業 外 費 用

不 動 産 賃 貸 原 価 1,442

固 定 資 産 売 却 損 1

固 定 資 産 除 却 損 261

そ の 他 2,192 3,897

経 常 利 益 2,017,244

特 別 利 益

投 資 有 価 証 券 売 却 益 30,221 30,221

税 引 前 当 期 純 利 益 2,047,465

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 518,300

法 人 税 等 調 整 額 △7,341 510,959

当 期 純 利 益 1,536,505

－ 28 －



（個別）

株主資本等変動計算書

(平成28年１月１日から
平成28年12月31日まで)

（単位：千円）

株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

自己株式
株主資本
合　　計

資本準備金
そ　の　他
資本剰余金

資本剰余金
合　　　計

その他利益剰余金
利益剰余金
合　　　計別 途

積 立 金
繰越利益
剰 余 金

平成2 8年１月１日残高 1,047,542 262,000 913,210 1,175,210 600,000 5,775,178 6,375,178 △335,514 8,262,417

事業年度中の変動額

剰余金の配当 △296,981 △296,981 △296,981

当 期 純 利 益 1,536,505 1,536,505 1,536,505

自己株式の取得 △86 △86

株 主 資 本 以 外 の
項目の事業年度中
の 変 動 額(純 額)

事業年度中の変動額合計 － － － － － 1,239,523 1,239,523 △86 1,239,437

平成2 8年1 2月3 1日残高 1,047,542 262,000 913,210 1,175,210 600,000 7,014,702 7,614,702 △335,601 9,501,854

評価・換算差額等

純資産合計そ の 他 有 価 証 券
評 価 差 額 金

繰延ヘッジ損益 土地再評価差額金
評価・換算差額等
合 計

平成2 8年１月１日残高 187,055 － △371,051 △183,995 8,078,421

事業年度中の変動額

剰余金の配当 △296,981

当 期 純 利 益 1,536,505

自己株式の取得 △86

株 主 資 本 以 外 の
項目の事業年度中
の 変 動 額(純 額)

△38,934 △3,164 △42,099 △42,099

事業年度中の変動額合計 △38,934 △3,164 － △42,099 1,197,337

平成2 8年1 2月3 1日残高 148,120 △3,164 △371,051 △226,095 9,275,759
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（個別）

１．重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 資産の評価基準及び評価方法

①　有価証券の評価基準及び評価方法

イ．子会社株式及び関連会社株式　　　　移動平均法による原価法

ロ．その他有価証券

・時価のあるもの　　　　　　　　　　決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額

金は全部純資産直入法により処理し、売却原価

は移動平均法により算定）

・時価のないもの　　　　　　　　　　移動平均法による原価法

②　デリバティブの評価基準及び評価方法　　　時価法

③　たな卸資産の評価基準及び評価方法

・商品、製品、仕掛品　　　　　　　　　総平均法による原価法（貸借対照表価額につい

ては収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）

・貯蔵品　　　　　　　　　　　　　　　最終仕入原価法による原価法（貸借対照表価額

については収益性の低下に基づく簿価切下げの

方法）

(2) 固定資産の減価償却の方法

①　有形固定資産（リース資産を除く）　　定率法

　ただし、平成10年４月１日以降に取得した建

物（建物附属設備を除く）並びに平成28年４月

１日以降に取得した建物附属設備及び構築物に

ついては、定額法を採用しております。

　なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

　建物　　　　24～31年

②　無形固定資産（リース資産を除く）　　定額法

③　長期前払費用　　　　　　　　　　　　定額法

(3) 引当金の計上基準

①　貸倒引当金　　　　　　　　　　　　　　債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般

債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債

権等特定の債権については、個別に回収可能性

を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

②　賞与引当金　　　　　　　　　　　　　　従業員に対して支給する賞与の支出に充てる

ため、期末在籍従業員に対して、支給対象期間

に基づく賞与支給見込額を計上しております。

③　役員賞与引当金　　　　　　　　　　　　役員賞与の支出に備えて、支給見込額に基づ

き当事業年度の負担額を計上しております。
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④　製品保証引当金　　　　　　　　　　　　顧客に納品した一部製品に対して、将来の製

品交換及び補修費用に備えるため、今後必要と

見込まれる金額を計上しております。

⑤　役員退職慰労引当金　　　　　　　　　　役員の退職慰労金の支出に備えて、役員退職

金規程に基づく期末要支給額を計上しておりま

す。

(4) 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

　外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として

処理しております。

(5) ヘッジ会計の方法

①　ヘッジ会計の方法　　　　　　　　　　　繰延ヘッジ処理を採用しております。

　また、為替変動リスクのヘッジについて振当

処理の要件を充たしている場合には振当処理を

採用しております。

②　ヘッジ手段とヘッジ対象　　　　　　　ヘッジ手段…為替予約

ヘッジ対象…外貨建債権債務及び外貨建予定取引

③　ヘッジ方針　　　　　　　　　　　　　　外貨建取引の必要の範囲内で将来の為替変動

によるリスク回避を目的として為替予約取引を

行っております。

④　ヘッジ有効性評価の方法　　　　　　　　ヘッジ対象の相場変動とヘッジ手段の相場変

動を比較し、その変動額の比率によって有効性

を評価しております。

(6) その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理　　　　　　　　　　　税抜方式によっております。
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２．会計方針の変更に関する注記

（平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱いの適用）

法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務

上の取扱い」（実務対応報告第32号　平成28年６月17日）を当事業年度に適用し、平成28

年４月１日以後に取得した建物附属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額

法に変更しております。

これによる損益への影響は軽微であります。

３．貸借対照表に関する注記

(1) 担保に供している資産

建物 78,866千円

土地 385,742千円

合計 464,609千円

上記に対応する債務 －

(2) 有形固定資産の減価償却累計額 1,470,334千円

(3) 関係会社に対する短期金銭債権 473,516千円

(4) 関係会社に対する短期金銭債務 405,208千円

(5) 土地の再評価

土地の再評価に関する法律（平成10年３月31日公布法律第34号）に基づき、事業用の土地

の再評価を行い、当該評価差額を「土地再評価差額金」として、純資産の部に計上しており

ます。なお、当該評価差額に係る繰延税金資産相当額112,428千円は、将来の税金負担額を軽

減するスケジューリングが困難なため、繰延税金資産として計上しておりません。

同法律第３条第３項に定める再評価の方法

土地の再評価に関する法律施行令（平成10年３月31日公布政令第119号）第２条第４号に定

める地価税法（平成３年法律第69号）第16条に規定する地価税の課税価格の計算の基礎とな

る土地の価額を算出するために国税庁長官が定めて公表した方法により算出した価額に基づ

いて、奥行価格補正等合理的な調整を行って算出しております。

再評価を行った年月日 平成14年３月31日

再評価を行った土地の期末における

時価と再評価後の帳簿価額との差額 △242,274千円

４．損益計算書に関する注記

  関係会社との取引高

① 売上高 2,397,767千円

② 仕入高 2,980,012千円

③ 営業取引以外の取引高 834,052千円
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５．株主資本等変動計算書に関する注記

自己株式の数に関する事項

株 式 の 種 類 当事業年度期首の株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末の株式数

普 通 株 式 278,470株 44株 － 278,514株

（注） 自己株式の増加は、単元未満株式の買取りによるものであります。

６．税効果会計に関する注記

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産

未払事業税 22,503千円

賞与引当金 15,393

研究開発用資産一括費用計上 30,023

たな卸資産評価損 22,971

減損損失 90,683

役員退職慰労引当金 18,851

製品保証費用 10,222

その他 43,151

繰延税金資産小計 253,801

評価性引当額 △117,193

繰延税金資産合計 136,608

繰延税金負債

その他 △47,682

繰延税金負債合計 △47,682

繰延税金資産の純額 88,925

なお、土地再評価差額金に係る繰延税金資産相当額については、繰延税金資産として計

上しておりません。
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７．関連当事者との取引に関する注記

子会社及び関連会社等

種 類 会 社 等 の 名 称
議決権等
の 所 有
割 合

関 連 当 事 者
と の 関 係

取 引 内 容
取 引 金 額
( 千 円 )

科 目
期 末 残 高
( 千 円 )

子会社 カナレハーネス㈱ 直接100%
当社製品の製造
役員の兼任

製品の仕入
建物の賃貸

1,086,368
8,280

買掛金
未収入金

93,300
59,269

子会社 ㈱カナレテック 同 上
当社製品の製造
役員の兼任

製品の仕入 697,381
買掛金
未収入金

88,549
15,183

子会社
Canare Electric
(Shanghai) Co.,Ltd.

同 上
当社製品の製造
役員の兼任

製品の仕入 923,666
買掛金
未収入金

200,846
50,950

子会社
Canare Electric
Corporation
of Tianjin

同 上
中国・香港における当
社製品の販売
役員の兼任

当社製品の販売 902,781 売掛金 141,637

（注）１．上記の金額のうちカナレハーネス㈱及び㈱カナレテックの期末残高には消費税等が含

まれておりますが、それ以外には消費税等が含まれておりません。

２．取引条件及び取引条件の決定方針等

製造子会社からの製品の仕入及び販売子会社への当社製品の販売の際の価格その他の

取引条件は、市場価格を参考に決定しております。

８．１株当たり情報に関する注記

(1) １株当たり純資産額 1,374円28銭

(2) １株当たり当期純利益 227円64銭

（金額単位の記載方法）

表示単位未満の端数を切り捨てて表示しております。
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連結計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書
平成29年２月10日

カナレ電気株式会社

取 締 役 会 御 中

有限責任監査法人トーマツ

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 渋 谷 英 司 

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 孫 　 延 生 

当監査法人は、会社法第４４４条第４項の規定に基づき、カナレ電気株式

会社の平成２８年１月１日から平成２８年１２月３１日までの連結会計年度

の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資

本等変動計算書、連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項及びそ

の他の注記について監査を行った。

連結計算書類に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の

基準に準拠して連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これに

は、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に

表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが

含まれる。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場

から連結計算書類に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が

国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ

た。監査の基準は、当監査法人に連結計算書類に重要な虚偽表示がないかど

うかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき

監査を実施することを求めている。
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監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手す

るための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又

は誤謬による連結計算書類の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択

及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するた

めのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応

じた適切な監査手続を立案するために、連結計算書類の作成と適正な表示に

関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針

及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と

しての連結計算書類の表示を検討することが含まれる。

　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した

と判断している。

監査意見

当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と

認められる企業会計の基準に準拠して、カナレ電気株式会社及び連結子会社

からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況をす

べての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ

り記載すべき利害関係はない。

以　上
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計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書
平成29年２月10日

カナレ電気株式会社

取 締 役 会 御 中

有限責任監査法人トーマツ
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 渋 谷 英 司 

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 孫 　 延 生 

当監査法人は、会社法第４３６条第２項第１号の規定に基づき、カナレ電気

株式会社の平成２８年１月１日から平成２８年１２月３１日までの第４４期

事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計

算書、重要な会計方針及びその他の注記並びにその附属明細書について監査を

行った。

計算書類等に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基

準に準拠して計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示することにあ

る。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類及びその附

属明細書を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を

整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場か

ら計算書類及びその附属明細書に対する意見を表明することにある。当監査

法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監

査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類及びその附属明細書に重要

な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策

定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
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監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査

証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断によ

り、不正又は誤謬による計算書類及びその附属明細書の重要な虚偽表示のリス

クの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性に

ついて意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施

に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、計算書類及びその

附属明細書の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査に

は、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われ

た見積りの評価も含め全体としての計算書類及びその附属明細書の表示を検

討することが含まれる。

　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと

判断している。

監査意見

　当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般

に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附

属明細書に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正

に表示しているものと認める。

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により

記載すべき利害関係はない。

以　上
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監査役会の監査報告

監　査　報　告　書

当監査役会は、平成２８年１月１日から平成２８年１２月３１日までの第

４４期事業年度の取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報

告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたし

ます。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

(1) 監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の

実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査

人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を

求めました。

(2) 各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方

針、職務の分担等に従い、取締役、業務監査部門その他の使用人等と

意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるととも

に、以下の方法で監査を実施しました。

①　取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその

職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重

要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び

財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社

の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応

じて子会社に対し事業の報告を求め、その業務及び財産の状況を調

査いたしました。

②　事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適

合することを確保するための体制その他株式会社及びその子会社か

ら成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会

社法施行規則第100条第1項及び第3項に定める体制の整備に関する

取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内

部統制システム）について、監査役会が定めた内部統制システムに

係る監査役監査の実施基準に準拠し、取締役及び使用人等からその

構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説

明を求め、意見を表明いたしました。なお、財務報告に係る内部統

制については、取締役等及び有限責任監査法人トーマツから当該内

部統制の評価及び監査の状況について報告を受け、必要に応じて説

明を求めました。
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③　会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施してい

るかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行

状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、

会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するため

の体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を｢監査に関す

る品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って

整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、

計算書類（貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書）及びその附

属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書及び連結株

主資本等変動計算書）について検討いたしました。

２．監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

①　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況

を正しく示しているものと認めます。

②　取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違

反する重大な事実は認められません。

③　内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認め

ます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及

び取締役の職務の執行についても、財務報告に係る内部統制を含

め、指摘すべき事項は認められません。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当で

あると認めます。

(3) 連結計算書類の監査結果

会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当で

あると認めます。

平成29年２月15日

カ ナ レ 電 気 株 式 会 社 　 監 査 役 会

常 勤 監 査 役
（社外監査役） 財 田 洋 一 

社 外 監 査 役 高　橋　久志美 

社 外 監 査 役 田　中　耕一郎 

以　上
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株主総会参考書類

第１号議案　剰余金処分の件

剰余金処分につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。

期末配当に関する事項

第44期の期末配当につきましては、当期の業績並びに今後の事業展開等を

勘案し、以下のとおりといたしたいと存じます。

①　配当財産の種類

金銭といたします。

②　配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金25円といたしたいと存じます。

なお、この場合の配当総額は168,738,650円となります。

③　剰余金の配当が効力を生じる日

平成29年３月21日といたしたいと存じます。
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第２号議案　監査役１名選任の件

　本総会終結の時をもって監査役高橋久志美氏が辞任されますので、監査役１名

の補欠選任をお願いするものであります。

なお、選任されます監査役の任期は、当社定款の定めにより、前任者の任期満

了の時までとなります。

また、本議案の提出につきましては監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は次のとおりであります。

氏 　 　 名
（生 年  月  日）

略歴及び重要な兼職の状況
所 有 す る 当 社
株 式 の 数

お

小
 

 
の

野
 

　
ち

地
か

佳
ふみ

文

(昭和31年6月28日生)

昭和50年３月　松下電器貿易株式会社　入社

昭和63年４月　台湾松下科技有限公司出向

平成９年10月　パナソニック信興機電（香

港）販売株式会社及びパナソ

ニック機電（深せん）販売株

式会社出向　管理部門担当取

締役

平成17年４月　松下電器産業株式会社インダ

ストリー営業本部経理グルー

プ監査チームリーダー

平成19年４月　パナソニックデバイス販売欧

州有限会社出向　管理部門担

当取締役

平成27年５月　パナソニックカーエレクトロ

ニクス株式会社出向　経理担

当取締役

平成28年６月　パナソニック株式会社　退社

－株

（注）１.候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

　　　２.小野地佳文氏は、社外監査役候補者であります。

　　　３.小野地佳文氏は、大手電器メーカーの経理実務責任者として長年勤められており、ま

た、大手電器メーカーの子会社役員として会社経営に携わってこられました。そこで得

られた知識や経験等をメーカーとしての会社運営や管理面での監査に生かしていただ

きたく、社外監査役として選任をお願いするものであります。

　　　４.当社は、監査役との間で会社法第425条第１項に規定する最低責任限度額を限度とする

責任限定契約を締結できる旨を定款で定めており、小野地佳文氏の選任が承認された場

合は同氏との間に責任限定契約を締結する予定であります。
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　　　　 （責任限定契約の内容の概要）

　　　　 当社と監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償

責任を法令の限度額において免除する。

第３号議案　補欠監査役１名選任の件

　平成28年３月17日開催の定時株主総会において補欠監査役に選任された寺澤　

洋志邦氏の選任の効力は本総会が開催されるまでの間とされておりますので、法

令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備えて、改めて補欠監査役１名

の選任をお願いいたしたいと存じます。

なお、本議案の提出につきましては、監査役会の同意を得ております。

補欠監査役候補者は次のとおりであります。

氏 　 　 名
（生 年  月  日）

略歴及び重要な兼職の状況
所 有 す る 当 社
株 式 の 数

きた

北
やま

山
ひで

秀
き

樹

(昭和36年12月21日生)

昭和59年４月　荒川信用金庫（現　城北信用

金庫）　入社

－株

昭和62年４月　AIU損害保険株式会社　入社

平成３年４月　インシュランスオフィス北山

（損害保険・生命保険個人代

理店）開業

平成11年４月　有限会社ティアンドケー（損

害保険・生命保険法人代理

店）設立　専務取締役

平成18年８月　株式会社ラック保険代理社設

立　取締役（現任）

平成26年７月　一般社団法人日本のおどり文

化協会設立　理事（現任）

（注）１.候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

　　　２.北山秀樹氏は、補欠の社外監査役候補者であります。

　　　３.北山秀樹氏は、一貫して金融業とりわけ保険業界に身を置かれ、また会社経営の経験を

積まれており、社外監査役として就任された場合には、会社資産の保全に関する牽制指

導が期待でき、会社経営の経験を監査に生かしていただけることから、補欠の社外監査

役として選任をお願いするものであります。
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　　　４.北山秀樹氏が監査役に就任された場合には、当社は、北山秀樹氏との間で会社法第427

条第１項の規定に基づき最低責任限度額を限度とする責任限定契約を締結する予定で

あります。

　　　　 （責任限定契約の内容の概要）

　　　　 当社と監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償

責任を法令の限度額において免除する。

第４号議案　退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

　本総会終結の時をもって退任される監査役高橋久志美氏に対し、在任中の労に報

いるため、当社所定の基準に従い総額5,569,000円の退職慰労金を贈呈したいと存

じます。その具体的な贈呈の時期、方法などについては、監査役の協議にご一任願

いたいと存じます。

退任監査役の略歴は次のとおりであります。

氏 名 略　　　　　　　　　　歴

たか

高
 

 
はし

橋
 

　
く

久
し

志
み

美
平成19年６月 当社常勤監査役

平成23年３月 当社監査役（非常勤）（現任）

第５号議案　役員賞与支給の件

　当事業年度末時点の取締役８名に対し、当事業年度の業績等を勘案して、役員

賞与を総額37,394,000円支給することといたしたく存じます。

　なお、当事業年度末時点の取締役は10名ですが、賞与の支給対象は社外取締役

２名を除いた８名となります。
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第６号議案　取締役の報酬額改定の件

　現在の取締役の報酬額は、平成20年６月10日開催の第35期定時株主総会におい

て、年額150百万円以内として、ご承認いただき今日に至っております。その後の

事業規模の拡大及び法令順守体制の強化の対応に伴う取締役数の増加、経済情勢

の推移などの諸般の事情を勘案の上、取締役の報酬額を年額180百万円以内と改定

させていただきたいと存じます。

　なお、当社は、使用人兼取締役の使用人分給与は支給しておりません。

　また、現在の取締役は社外取締役２名を含めまして10名であります。

以　上
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■ 株主総会会場ご案内図 ■

錦通

池下駅
サンクレア
池下

千種
警察署

地下鉄
東山線

千種区
役所

覚王山通

名古屋
銀行

千種消防署
覚王山出張所

池下 千種警察署南 覚王山西

地下鉄２番出口

ホテルルブラ王山
（公立学校共済組合名古屋宿泊所）

至
栄
・
名
古
屋
駅

三
菱
東
京
Ｕ
Ｆ
Ｊ
銀
行

至
名
古
屋
Ｉ
Ｃ

東
山
公
園

Ｎ

( )

会　場

愛知県名古屋市千種区覚王山通８丁目18番地

ホテル　ルブラ王山　２階「飛翔の間」

電話（０５２）７６２－３１５１（代表）

交通のご案内

地下鉄東山線「池下駅」下車　徒歩３分です。

２番出口をご利用ください。

（名古屋駅より池下駅までは約15分です。）

※お願い：駐車場の用意はいたしておりません。

公共交通機関をご利用くださいますようお願い申しあ

げます。

＜お問い合わせ先＞

神奈川県横浜市港北区新横浜２－４－１　新横浜ＷＮビル

カナレ電気株式会社　新横浜本社　ＩＲ担当

電話（０４５）４７０－５５０３


